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【手続補正書】
【提出日】平成21年9月10日(2009.9.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９６】
　また、レーザー顕微鏡（キーエンス社製，VK-9500）で凝集物の体積測定を行ない、Dma
x/Dminが2.6、2.4または2.0となるインクセット２０２、２０３、２０４、２０９、２１
０においては、非浸透メディアのPET上に７pl打滴で形成したドット体積が、1滴当たりそ
れぞれ、3000μｍ3であったのに対し、インクセット２０５、２０６、２０７、２０８で
形成したドットの体積はいずれも1500μｍ3まで下がり、高密度な凝集物となっていた。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０３】
　本出願では、溶媒不溶性材料の平均粒子径のうち、最大となる粒子径をDmax、最小とな
る粒子径をDminとしたとき、Dmax/Dmin≦2.6の条件として、粒子径比の上限を示したもの
であるが、下限値については、同一のインクだけでインクセットを形成することは当然な
がら含まれるため、Dmax/Dmin≧1.0である．ただし、同一径の粒子のみで画像を形成する
のは困難である。イエロー顔料インクは、光学濃度を得るためには150nm以上の平均粒子
径を持つことが好ましい。一方、シアン、マゼンタ、黒色顔料は粒子径を100nm以下に設
定することができる。従って、２液反応性の粒子径比が、より好ましくはDmax/Dmin≧1.5
である。
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
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【補正対象項目名】図７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図７】
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